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中世都市民共同体の生成
一一ノリッデ市の場合一一

田中正義

東部イングランドのNorfolk,Suffolk両州の地は，嘗て Anglo-Saxon時代「七王国」Heptar-

chyのーったる・ East Anglesの部族国家－East Anglia王国を形成していた所の地域である

が，此の所謂EastAnglia地方の一部をなす Norfolk州の首都 Norwichは， 地理的には北海

に注ぐイェア河TheYareとのその合流地点の僅かに上流に当って，ウェンサム河TheWen-

sumの南北両岸に跨って位置して居り， いま Wensum,Yare両河を通じて直ちに北海に出で

得る水運の便に恵まれたるに止まらず，また此の市は， 中世時代，市の西南方←Su百olk州、！と

の州境に近い当ナト｜の Thetford，更には此の：i'l'Iの西隣の：j十ICambridgeshireのNewMarket，其

の南方の州、iHertfordshireのWareの諸地を経由して，透か南の方ロンドンに達するところの

道路の起点をも成していた。かくて，いま斯かる水陸交通上の要衝をなせる所の Norwichは，

既に NormanConquest (1066）の時代に於てイングランドにおける最重要な三つないし四つの

都市の一つに算えられたばかりではなく，近世の「産業革命」期に入り第四世紀初葉，今や其の

全国的な重要’生を喪失するに到るまで，比の市は， 700年以上に亘って，久しいあいだロンド

ンに次ぐところの地位を一般にイングランドの都市中に於て保持したのである 1）。

抑々古代英語で「北の町」‘Nor;Jwic’を意味する所の此の地の名が初めてそのラテン形Nord-

vi coなる形で史料の上に現われ来たるのは，一つの考古学的史料一一ほぼ892年からほぼ910年

に至る聞に何時か打製strikeせられたと考えられる所の， かの異教徒Danesの侵冠に際して

之と戦って 869年に殉教せる EastAnglia国王の‘St.Eadmund’を記念する銘文inscription

を夫れの表面obverselこーその呼格 S(an〕c(t)eEadmund Rexなる形で一有する，幾つかの

ペニイ pening銀貨中の一つの裏面revers臼に於ける銘文としてであるが，此の Norwichなる

銘文は，併しながらその後また，第10世紀の初葉WestSaxonsの部族国家－Wessex王国の

王として現われ・事実上最初のイングランド王となれる正thelstan(r. 924～39）の時代の打造

貨幣hammeredcoinsに於ても夫れらの裏面の銘文として等しく是れが見出され，おしなべて

L、ま当該ぺニイ銀貨が打造されたところの造幣所（moneta;mint）を表わして居るのであって，

我々はそこに，「征服」以前の Anglo・S砿 on時代の末期， 比の地Norwichが早くも活滋に機能

1) Cf. James Campbell, 'Norwich’，仇 M.D. Lobel & W. H. Johns, edd., The Atlas of 

Historic Towns, Volume 2 (Baltimore, 1975), p. 1. 



104 立教経済学研究第43巻第4号 1990年

せる造幣所の所在地として既になにがしかの重要性を有したることを認識し得るのである 2）。

上述のごとき考古学的出土史料とは別に，我々はまたiAnglo-Saxon時代末期におけるNor

wichに関して，若干の文献的史料を有している。その一つを，我々は，記述史料の“Anglo・

Saxon Chronicle”において見出すのである。即ち，同年代記は，其の1004年の条に誌して日

く，一一？此の午，〔Danesの首領〕Swegen(Swein），其の腫隊を率ゐ Nor;J'wic(Norwich）に来

襲して義の町burhをことごとく冠掠，焼尽せり。〔中略】夫れよりデイン軍は， 下船して進路

をpeodjorda (Thetford）に向けて取り，。一・・Norwich冠掠ののち三週間にして Thetfordに到

り，一夜町なかに駐留して該の町burhを冠掠，焼尽したりきの。』と。

而して，そのごを，我々は，ダンマルク王の前記Swein(SweynForkbeard）の残(1014）後，

その翌年より彼の遺志を継承してイングランド遠征の歩を進めたる，彼の第三．子の Cnutに捧

げられた一つの頚詩官nutsdrapa”一一第11世紀Scandinaviaの吟唱詩人OttarSvati (Ottar 
スタγザ

the Black）の作に係わる一ーの第九聯の裡に見出す。即ちーーし、ま散文体に之を意訳すれば

一一『大いなる数々の贈り物のいとも仁愛深き贈与者なる貴下よ，貴下は， Nor;J'vik(Norwich)
コースνヲト あけ

において〔EastAngliaの兵士どもの〕胴衣をC鮮血もて〕朱に染めさせ給ひぬ，若しも貴下の

勇気にしてそのとき挫けたらんか，貴下はその尊き御命を喪ひ絵ひしならんものを 4）。J一一是

れは， 当時の被侵入国イングランドの沼thelredII王〔r.978/9～1016）の治世の最末年一一

Cnut来襲の1015年夏から翌1016年4月における JEthelredの死に至るあいだの何時か此処Nor-

wichを舞台に行われたで、あろう所の戦闘に於ける Cnutの果敢なる戦い振りを頚えたところの

一聯である，と考えられるのであるが， DorothyWhitelockは，併し乍ら，彼女の編纂せる史料

集に於て，特に此の第九聯に註して，夫れの我々の先きに援用せる所の『アングロウーサクソン

年代記』 1004年の条における Cnutの父なる Sweinの Norwich攻撃を歌ったものなることを

2) Cf. Eilert Ekwall, The Concise Oxfoγd Dictionaη of English Place-Names (Oxford, 1936 ; 

4th e也i.,1960), p. 345, s.v. Norwich; F.M. Stenton, Anglo-Saxon England (Oxford, 1943; 

3rd edn., 1971), pp. 236, 248 and目.3 ; J. Campbell, loc. cit., p. 3, n. 19 ; C. E. Blunt, B. H. I. 

H. Stewart & C. S.S. Lyon, Coiπage in Tenth-Century England from Edwaγd the Elder to 

Edgar’s Reform (The British Acad巴my,1989), pp. 100-102 ; pp. 366 f., plate 26. なお，拙著

『イングランド中世都市の展開』（万水害房， 1987年）， 56～7ペイヂならびに59ベイデの註（56），参

照。

3) Two of the Saxon Chronicles Parallel，巴d.by Charles Plummer (2 vols. ; Oxford, 1892-

99), Vol. I, pp. 134-5 ; The Anglo-Saxo悶 Chronicle: A Revised Translation，巴d.by Dorothy 

Whitelock with David C. Douglas & Susie I. Tucker (London, 1961 ; 2nd, corrected impression, 

1965), p. 87. 

4) Margaret Ashdown, English and Norse Documents, relating to the Reign of Ethelred the 

Unready (Cambridge, 1930; Reissued, New York, 1972), pp. 138-9. 因みに，拙訳は，右の

Ashdown女史の著書に於て・古代ノルゲ語のテクストと対照せられている・著者の近代英語訳から

の重訳である。
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示唆せる， AlistairCampbellの所説を紹介している日。

以上の二つのほか，「征服」以前のAnglo-Saxon時代末期の Norwichに関説せる所の文献的

史料としては，なお，このたびは記述史料ならざる文書史料の一種の遺言状 willのカテゴリー

に属するところの私文書がニ通存している的。その内の一通は， 1016年4月.!EthelredIIの死

のあと王位を継げるその子Eadmundが同年11月横死せるのち，速に全イングランドを征服，

この国に君臨するに到ったところの Cnutの残（1135）後， イングランド王位を継承せる Cnut

の第一子HaroldHarefoot(r. 1035/6～40）の治世年聞に何時か成れるものと考えられる， East

Anglia司教.!Elfricの遺言状であり，いま一つは，その措辞より推して繰かに第10世紀末ない

し節目世紀初め成立のものなることが知られるのみなる， Sift副といえる桑る貴婦人の遺言状

である。即ち，前者には， その中に『余l土， Ncr!f'wic(Norwich）に在るところの一つの屋敷地

hag aを，余の霊魂並びにそ〔右の屋敷地】を〔曽て〕余に譲与したる所の総ての者の霊魂の〔救済

の〕為に， 旬、の EastAngliaの殉教王のふ是lこ眠れるう St.Edmund〔修道院］ [Suffolk〕に譲

与C一寄進〕する者なり 7）。』と云う一文が見出され，後者には，その中lこ穫は Northwich(Nor-

wich）なる Christchurchに畜牛 retheren四頭を譲与〔一寄進）せんとす8）。』と云う一文が見出

されるのである。

以上が，我々が1066年の「征服」以前の Anglo-Saxon時代の Norwichに関して有する所の史

料一一考古学的な将文文献的な史料の総てであるが，その最も早引；！：' ‘St. Edmund’penny 

のA.D. 892～910すなわち第9世紀末ないし第10世紀初めのものに属している。市して，当時

既に斯く造幣所の所在地として局地的市場圏 localmarket areaの中心たろ地位を占めたる此

処 Norwichl土，第11由紀初め， 1004年にほ，もはや其の西市の同じ Norfolkj・/'I内lこ在る Thet-

fordとともに，“Anglo-SaxonChronicle，，の作者に依っていま burhすなわち boroughと呼称

せられて居るのであって 9), Danesのひとたび其の地を冠掠するや，そこに治大なる価値を有

する歯獲品一一彼等の故国の民に対する「大いなる数々の贈り物Jを粛らすほど，然く豊かなる

財貨店富を〕議する所の都市として実存して居るのである。

斯くて，我々は，我が Norwichに就いて見ても， 一般にイングランドの中世都市の歴史的

出発点は其処に封建社会の自生的な発展が見られたAnglo-Saxon時代の末期一一第9世紀初頭

5) Cf. J. Campbell, Zoe. cit., p. 3; Dorothy Whitelock, ed., English Historical Docum印 ts,

Vol. I (c. 500-1042) (London, 1955 ; 2nd edn., 1979), p. 336, n. 3. 

6〕 DorothyWhitelock, ed., Anglo-Saxon Wills (Cambr吋ge,1930), No. xxvi (pp. 70-73) ; No. 

xxxvii (pp. 92-95). 

7〕 D.Whitelock, ed., A.-S. Wills, pp. 72-73. 

8) D. Whitelock, ed., ibid., pp. 94-95. 

9) burh, boroughに関して，詳しくは，前掲拙著『イングラシド中世都市の展開』， 31-2'43 6' 

とくに49-53ペイデを参照せられたい。
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以降の Danesの侵入期に在りとなす我々の見解を立証する所の一例証を見出すことを得て，

西欧における中世都市成立の契機をいま第10世紀末葉以降第11, 12世紀に於ける「商業の復活」

(la renaissance du commerce）一一長距離商業(lecommerce a longue distance）の復活＝再

生に専ら求めるところの，かのHenriPirenneのテーゼのいま直ちに機械的にイングランドに

適用すぺからざることを認識し得るのである問。

Il 
却説，今や「征服」以降の Norman王朝期に入ると，我々の Norwichに関して，「征服」以前

に於げるがごとき断片的・偶発的なる史料状況とは打ヮて変って，俄然そこに極めて纏れると

ころの一つの文書史料の出現を見る，一ーほかでもない， 1086年に征服王 WilliamI the 

Conqueror(r. 1066～87）の命に依って編纂せられた所の，ほほ一国的な・当代爾余の西欧諸国

にその類を見ざる一大公記録 ‘Domesday Book’C以下，「プグ」と略称する〕の，第2巻〔所

謂“LittleDomesdayつ中，そのNorfolkj、I'llこ該当する箇所，即ち是れである。

此の箇所に於て，我々は先ず，「プク」第2巻の第116葉表の第7行目に「ノリッデのハンドレ

ド」 （Hundredumde Norwiめと斜字体にて手書せられ在る見出しにつづく，第117葉裏の最終

行第24行にまで亘るところの，次のごとき叙述を読むのである，一一いま夫れを能う限り逐

語的に翻訳＝紹介すれば，以下の如くである11）。

uN orwich ( N orui，のにおいては， C事実上最後の Anglo-Saxonの1王 Edward[Edward the 

Confessor, r. 1042～66〕の御代そこに千三百ニ十人の都市民〔Mcccxxburgenses）存しき

(erant）。うち一人は， Edward王の領主権に直隷してくeratita dominicus regis E），従ひて

怒ままにじ主君たる王の許を〕立ち去る （recedo〕ことも， また彼の許可なくして （sinelicentia 

かsius）［第三者に対しユ臣従の干し（homagium）を執ることも，是れを能くし得ざりさ。彼の名は

Eds tanと謂ひき。彼は， 十八エイカの耕地 （xviiiacras terre），十二〔エイカ】の牧草地（xii

pr a ti），並ひ1こborough(burgus）内の二つの教会とじ仲間五人と共に〕その第三〔の教会〉の六分ノ

ー〔iiecclesias in burgo et sextam partem tercia）とを［Edward玉の御代にコ保有しゐたりさ

(hie ..….habebat）。市してその一つの教会には， borough内の一つの屋敷地（unamansura in 

10) 前掲拙著，並びに拙稿「『イングランド中世都市の展開J補選ーピレンヌ学説の再吟味J（「立教経

済学研究」第41巻第3号〉参照。 Cf.Carl Stephenson, Borough and Town : A Study of Urb仰

Origins in England (Cambridge, Mass., 1933). 

11) Domesday Book, seu Liber Censualis Willelmi Primi Regis Angliae, ed. by Abraham 

Farley (2 vols. ; Record Commission, 1783), Vol. II, folio 116-117 b. 〔以下，「ブク」の引用

に捺しては D.B.と略記するJ 試訳に当っては， TheViet俳句 CountyHistory, Norfolk, Vol. 

II (London, 1906 ; Reprinted, Folkestone, 1975), pp. 46ー7.および JohnMorris, ed., Domes-

day Book, Vol. 33 : Norfolk, ed. by Philippa Brown, Part One (Chichester, 1984), folio 116 a, 

b ; 116 b, 117 a, b; 117 b, 118 a.の，夫々の近代英語訳を参照した。



中世都市民共同体の生成 107 

bur go〕と〔borough外の〕六エイカの牧草地（viacre prati）とが附属しゐたりき。〔今や「ブクJ成

立の1086年現在】このもの（hoc－曽てEdstanの保有せしすべての物〉を， RogerBigot12），王

よりの贈与物件として（dedona regis）保有す（tenet）。市して〔Edward王の御代全都市民千三

百二十人中の】千二百三十八人につきては （deMCCXXXVJJJ），王 （Rex）と〔王妃Edithの兄，

East Anglia】伯〔Harold〕〔との両者）が，裁判権（soca et saca）並びに慣習的貢租（consuetudines) 

〔の徴収権7を〔分1有したりき（habebant）。而して〔おなじく Edward王の御代には全都市民千

三百二十人中の〕五十人に対しては（superL），〔Canterburyの大司教］Stigand，裁判権並びに

人身保護権（commendatio）を有したりき〔habebat）。市して又，〔おなじく Edward王の御代に

は全都市民千三百二十人中の〕三十二人に対しては（SUper XXXII〕，〔前記］Harold，裁判権並び

に人身保護権を有したりき（habebat）。その〔三十二人〕中のー人は，彼〔Harold〕の領主権に直

隷し，従ひて怒ままに〔主君たる Haroldが許を〕立ち去ることも，また彼〔Harold］の許可なく

して〔第三者に対し〕臣従の礼を執ることも，是れを能くし得ざりき。〔以上，通算して千三百

二十人］全体として（intertotum），彼等は彼等すべてにて（omnes）八十エイカの耕地（lxxxacras 

terre），二十エイカ半の牧草地（xxacras et dimidiamρrati）を保有しゐたりき（habebant）。而

して此れらの者のうちの一人は，〔前記〕 Stigandの妹なるー婦人（una mulier soror Stigandり

にして，〔彼女は】〔彼女一人にて全耕地八十エイカ中〕三十二エイカの耕地（xxxiiacras terre) 

を〔保有しゐたりき〕。而して此れらの者〔 即ち千三百二十人の全都市民】は彼等すべてにて

(inter eos omnes），二分ノーの粉穣場（dimidiummolendinum）と一つの粉礁場の四分ノー

(quartamρartem unius molini）とを〔Edward王の御代に】〔共同lこ〕保有しゐたりしが（habe-

bant〕，〔「ブク」成立の時点たる3今も依然猶 （adhuc）彼等は之を〔共同lこ〕保有す（habent）。加

ふるに〔adhuc）〔彼等は Edward主の御代に〕十二エイカ半の牧草地（xiiacras et dimidiam 

pr atりをも〈共同に保有しゐたりしが〕，そを Wihenocなる者，〔その後「征服」時まで、lこ〉彼等よ

り取り上げたりき（tuliteis），〔然れども】今や（modo－「ブク」成立時点の1086年現在） Ivoの息

子の Reynoldなる者，夫れら〔一十二エイカの牧草地〕を保有す（habet）。加ふるにまた〔前述せ

る全都市民は Edward王の御代lこ7諸聖人教会 （ecclesiaOmnium Sanctorum）〔の所有〕に属せ

しめられし（iacebantad）二エイカの牧草地（iiacras pratりをも〔共同に〕保有しゐたりしが，

これまた〔その後前記の〕Wihenoc，そを〔彼等都市民より〕取り上け、たりき，〔然れども】今やC

1086年現在〕〔前記〕 Reynold，夫れら〔一二エイカの牧草地7を保有す〔habet）。而して又〔et

etiam）此の boroughlこは現在或る St.Martinと謂へる教会 （quedamecclesia sancti Martini) 

存するも， そのものを〔前記〕 Stigand,Edward王の御代に十二エイカの耕地と共に （cumxii 

acris terre）保有しゐたりしが（tenuit），今や（modo）そを Williamde N oiersなる者， Stigand

の封地〔のー音悶として（adfeudum Stigandi）保有す（habet）。 Stigandはまた， 〔Edward王の

12) Cf. Stenton, op. cit., pp. 625, 631 3. 
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網代に〕一つの St.Michael教会をも （unamecclesiam sancti Michaelis）保有しゐたりしが

(tenebat），此の教会には現在百十三エイカの耕地，六〔エイカ1の牧草地，又〔牡牛八頭にて牽

引せらるる3翠隊（caruca〕一組が属せしめられ居り（adiacentcxii acre terre et vi prati et i 
さ

caruca），こを〔Th巴tfordの〕司教Williamが現在保有し居るも（tenet），然り乍ら〔そは〕彼の司

教管区には属せず（setnon de episcopatu）。百してまた都市民たち（burgenses）は〔Edward王

の御代lこ〕十五の教会を保有しゐたりしが（tenebant），夫れら〔一十五の教会〕lこは〔総て〕百八

十一エイカの耕地並びに牧草地が自由寄進の形にて （inelemosina）属しゐたりき（pertinebant

in elemosina clxxxi acre terre et prati）。市して Edward王の御代には十二人の都市民たち

(burgenses）聖三位一体教会 （ecclesiasancte Trinitatis〕を保有しゐたりしが（tenebant），今や

(modo）〔前記のTh巴tfordの〕司教〔William〕が William〔征服7主よりの寄進物件として（dedona 

regis Willelmi）〔そを保有す〕。［Edward王の御代〕王と〔EastAnglia］伯じの両者コは， 〔総て〕

百八十エイカの耕地を有したりさ（habebant）。〔Norwichの〕修道院長（αbbas）はじEdward玉の

梅代〕St.Laurence教会の二分ノーと元来〔Suffolk州の〕St.Edmund修道院〔の所有〕に属せ

る所の一戸の屋敷とを（medietatemecclesie sancti Laurentii et i domum de sancto Edmuηdo) 

有しゐたりき（habuit）。以上がEdward王の御代に関し〔我々の知り得る〉総てなり〔Hocerat 

totum tempore regis Edwardi.）。今や（modo 1086年の「ブク」成立時〉此の borough(burguめ

には其処に六百六十五人のEnglishなる都市民（dclxvburgenses Anglici）存して，彼等は慣習

的貢租を納めをり〔consuetudinesreddunt），其処にはまた，貧困なるがゆゑに慣習的貢租を

納めざる〔一免除せられたる】四百八十人の bordars(cccclxxx bordarii qui propter paψeriem 

nullam reddunt consuetudinem）存す。市して， Edward玉の御代に Stigandの保有しゐたりし，

かの土地には（inilla terra quam tenebat Stigandus tempore Regis Edwardi），今や（modo）上

述の彼等〔－Englishの都市民六百六十五人〕のうち三十九人の都市民たち（exillis su perioribus 

xxxviiii burgenses）が其処に居住しをりて〔manent)，その同じ〔土地］~こは九つの屋敷地が無住

の佳に存す (ineadem sunt ix mansure vacue）。市してまた， 曽て［Edward王の御代に〕

Harold.が裁判権を有せし所のかの土地には （inilla terra de qua Heroldus habebat socam), 

〔今や〕其処に十五人の都市民居住しをり，また其処に十七の無住の屋敷地存すれど，そは城の

構内〔の一宮町を占めて在り（etxvii mansure vacue que sunt in occupatione castelli）。而

して此の boroughには，現在，曽て〔Edward王の御代lこ〕王並びに伯の裁判管轄区域に該当し

たる此処〔なる地区〕に百九十の無住の屋敷地〔存し〕（clxxxxmansure vacue in hoc quod 

erat in soca regis et comitis），また城の構内〔の一部〕を占むる所に八十一〔の無住の屋敷地〉

〔存す〕（etlxxxi in occupatione castelli）。此のboroughlこは加ふるに（adhuc）其処に，夫れら

に対して王が彼の慣習的貢租〔の徴収権〕を有せざる所の〔 そをもはや彼の臣下に譲与し了へ

たる所の），五十戸の屋敷(ldomus de quibus non habet r抑制amconsuetudinem）存す。夫れ

らの内訳に就きて見るに（exhiis），〔前~己］Roger Bigotの家来（homo）たる Reynaldは二戸の屋
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敷 （domus）と二つの屋敷地（mansura）とを保有し（habet),Robert Baroは二戸の屋敷を〔保有

し］， Abba は一戸の屋敷を〔保有し］， Rabelは二戸の屋敷とこつの屋敷地とを〔保有す7。而し

て，〔斯くの如く王より慣習的貢租の徴収権を譲与せられたる不動産としてはなほ〉其処に二人

の婦人ぴemina）の保有しゐる所の三つの屋敷地〔存す7。〔以下，斯かる慣習的貢租徴収権の被

譲与者，並びに其の徴収対象となれる所の不動産を逐一列挙すれば一－], Englishman (ang-

lieus〕たる Ascolfは一戸の屋敷を， St.Edmund〔Su妊olk］修道院の院長 （abbas）の家来たる

Theobald は一戸の屋敷を， Burghardは一戸の屋敷を， Walaは一戸の屋敷を， Herveyde Vere 

の家来たる Williamは一戸の屋敷を，夜警（vigil）のMaynardは一戸の屋敷を，都市民のMein
おほゆみ

は一戸の屋敷を，C前記］Herveyde Vere は一戸の屋敷を，主まの射手（arbalistarius )Ralph は二

戸の屋敷と一つの屋敷地とを，濠掘り師Cfossator) Here bardは三戸の屋敷を， Rogerof Poitou 

は二戸の屋敵を， St.Benet〔Norfolk〕修道院の院長の家来たる Maynardは一戸の屋敷を， St.

Edmund修道院長の家来たる Peterは一つの屋敷地を，都市民Everwinは一戸の屋敷を， Bald-

winは一戸の屋敷を， Englishmanたる Williamは一戸の屋敷を，夜警のGerardは一戸の畳

敷を，馬具金物師（lorimarius）のRobertは一つの屋敷地を，同じく馬具金物師の Hildebrand

は一戸の屋敷を，都市民Godwinは一戸の屋敷を， Hermerの家来たる Williamは一戸の雇敷

を，夜警のGilbertl土一戸の屋敷を， Hermer交の或る司祭（quidam sac er dos Hermeri）たる

Fulbertは一戸の屋敷を， Walterは一戸の屋敷を，〈前記］ Ivoの息子の Reynoldは一戸の屋敷

を， Richardof Saint-Clairは一戸の屋敷を， Williamof Ecouisの家来たる Hughは一戸の

屋敷を（一一それぞれ保有す】。

而して，〔Thetford〕司教の家来たちゅominese pisco pりは現在〔このborough内lこ〕十戸の農

敷（xdomos）を〈保有し居るが】，可教自身の私の囲婿地lこli(inpropria curia episcopi）其処に，

〔1075～84年， Thetford司教たりし］Aerfastに対してもと William［征服〕王が司教管区の主座

として贈与したる所の，十四の屋敷地 （xiiiimansure quas dedit Willelm rex JErjast ad 

principalem sedem episcopatus）〔存すコ。而してまた， C比のborough内に〕嘉手の射手Gilb巴rtは

一戸の屋敷と二つの屋敷地とを，〔前記〕Williamof Ecouis は一戸の屋敷を， Maynardは一戸

の屋敷を，しかして Ely[Cambridges.J修道院の院長は一つの屋敷地を〔一一それぞれ保有す】。

而して此のborough肉にては現在都市民たちは〔総て〕四十三の礼拝堂（capella）を〔共同7保有し

をれり（tenent）。而して全体として此め町（totahec Willa）は， Edward主の御代〔毎年慣習的にコ

二十ポンドを玉に（ロ librasregi），十ポンドを〔EastAngliaユ伯に（comitix libras）納め（red幽

debat），このほかに（preterhoc）〔或る種の〕護衛兵たち（ρrebendarios）〔に対する給与として〕二

十一シリング四ペンスを〔納め〕（xxisolidos et iiii denarios pr油 endarios），その他六セスタ
<t芥

〈一六グォータ〉の蜂蜜 （visextarios mellis），一頭の熊（iursum），又は熊の代りに六匹の〔杭
けLか たのL

に繋ぎ留めたる熊に肱けて娯む〉犬（vicanes ad ursum）を〔納めたりき12a）〕。而して今や〔10

86年現在ゴヒ全体として此の町は1，〔その名目価値に依らず］［運賃のう重量に依りて七十ポンド
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を王に(lxxlibras pensum regis），〔通貨の〕数に依りて〔ーその名目価値に依りて〕百シリン

グ〔一五ポンド〕を特別上納金 （gersuma）として王把に（c solidos ad numerum de gersuma 

regine），一匹の〔鷹狩用の7大鷹（iasturconus）と〔流通過程に於て磨滅冨減価せる所の通貨を

舘解＝秤量したる7「白貨」二十ポンド〔一一即ち重量に依りて二十ポンド〕（xxlibras blancas）を

伯に，数に故りて（adnumerum）〔一名目価値に依りて）二トシリングの特別上納金 （xxsolidos 

gersumのを Godricに〔一一それぞれ納め居れり 13）〕。

而して， Simonならびに Jude両聖人教会（ecclesiasanctorum Simonis et Jude）を，〔1047～

70年の間の Elmhamの〕司教Aelmer,Edward王の御代に保有しゐたりしが（tenuit），その後

〔post）〔彼れAelmerの跡を継ぎ1075年以降その司教座を Thetfordに遷したる〕〔前記〕Aerfast,

〔是れを保有し】，今や〔1086年現在〉〔前記〕William〔Thetfordの司教として）〔是れを保有し居

るが〕， 是れには四分ノ三の粉糠場（iiipartes unius molendini）と半エイカの牧草地（dimidia

acra prati）と一つの屋敷地〔imansura），附属し居れり（adiacent），市して，そはじThetfordの〕

司教管区には属せず〔前〕司教のAelmerの世襲財産（patrimonium)Iこ属するなり（etnon est de 

episcopatu set de patrimonio Almari episcopi）。比の boroughにては，彼〔Thetford司教

Williar叫は，可教管区に属する所の二エイカの牧草地（iiacras. prati de episcopatu）をいま保

有し居るが（habet），そは〔土地所得上1二十シリングに値ひす〔一年二十シリングの地代収入を

挙くつ〔val巴ntxx solidos）。

EwicmanとL、へる者， Edward王の御代に，ー

カリュキット〔＝ーハイド］半の耕地（icarucata terre et dimidia），十六エイカの放牧地 （xvi

acras de pastura），七エイカの牧草地（viiacrasρrati）を，〔前記Canterbury大司教］Stigand

の下に〔－Stigandより許されて】保有しゐたりしが（tenuit...... sub Stigando），今やじ前記JIvo 

の息子Reynold〔此れらを Stigandの下に保有す〕。〔市して〕当時もその後も〔当該耕地には〕一

組の翠隊〔が稼働しありたれど〕（tuneet post i caruca），今はじ－1086年現在〕二組〔の竿隊が

其処に稼働す〕（modoii）。 E市して〕そは常に〔土地所得上〕三十シリングに値ひす〔 年三十

シリングの地代収入を挙ぐ］ (semper valuit xxx solidos）。

曽て Norwichの boroughに住せしところの都市民のうち，二十ニ人l土既にじ1075年 East

Anglia伯Ralphの起せし叛乱の結果14)］此のboroughを立ち去りて〔abierunt），今やSt.Edmund 

12 a) 近世における比の娯楽一；b~ぞbaiting’に関しては，岩波版『激石全集』〔雲定患， 1956一昨〕
第33巻74-76ベイデにおける極めて visibleなる記述，参照。因みに，此の Edward機侮王時代当

時の bearbaiting住民u、じめ〉に使用された熊は Scandinavia原産の・Dane商人の将来せるものか。

Cf. William Hudson & John Cottingham Tingey, edd., The Records of the City of Norwich 

(2 vols. ; 1906-10), Vol. II (ed. by J.C. Tingey), Introduction, p. vii. 

13) 拙著『イシグランド初期経済史の諸問題』（山JI[出版社， 1978年）， 283-4ペイヂ，参照。

14) Cf. Stenton, op. cit., pp. 426, 610-12. 
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修道院の院長の領有する所の Beccles[Suffolk］の町 （villalS））に居住しをり（manent），六人は

Humbleyardのハンドレド（郡〉に〔居住しをりて〕，〔以上の〕彼等じ二十八人の者〕は〔もはや〕此

の〔Norwichの〕boroughを見捨てたるなり（dimiserunt)。同じく〔此のboroughを立ち去り他

郷に移れる者にはつ［Norwichの京郊］Thorpeなる主領f在園〕に一入，またC前記ユ RogerBigot 

の所領に一人， William of Noyesの支配下〔の土地〕に一人， Richard of Saint-Clairの支配

下〔の土地3に一人在り。而して，斯かる逃散せる者たち（istifugientes）は夫れ以外のじ比の市

にう踏み留まりたる者たち（αliiremanentes）と共に，一部は〔前記〕 Ralph伯の〔叛乱時の〕没収

に依りて（partimpro pt er f oriザacturasR. comitis〕，一部は〔Ralphの当市の】焼打ちに依り

て（partimpropter arsuram〕，一部は主の地租（gelt）〔の苛数券求】に依りて （partimpropter 

geltum regis), 一部は WaleranCの地租徴収請負に於ける中間搾取に基づく一層の苛欽詠求〕

に依りて（partimper Walerannum），今や全く破滅せしめられ居れり（omninosunt vastati）。

此の boroughにてはその司教は若しも彼にして欲するならば，一人の〔彼れ専属の〕造幣人

( monetarius）を有することを得（Inhoc burgo si vult episcopus potest habere i moneta-

rium,16）〕。此の boroughにはもと其処に或る一戸の無住の屋敷存したるが（inburgo erat que』

dam vasta domus），こを［Edward王の御代に〕Walterの息子の Ranulfなる者，王より其の

贈与物件として受領したりさ（hancaccepit Rannulfus filius Walteri de dono regis）。而し

て助祭（diaco仰のの Walterなる者，現在このboroughlこ一戸の屋敷（idomus）を保有し居るも

(habet），されどそはEdward王の御代には存せざりしものなり（setnon fuit t. r. E.）。而し

てまた〔EastAnglia〕伯Ralphの二人の家来（iihomines), St. Sepulchre教会より二エイカの

牧草地を横領したるが（iiacras prati de sancto Sepulcro abstulerunt), その後〔post－「征

服」時に至る迄にX当該教会の3司祭（presbyter）そを州奉行 （vicecomes〕lこ依るところの贈与を

通じて恢復したりき（rehabuitpresbyter concessu vicecomitis）。

Ralph伯， C曽て Edward王の御代lこ〕十四エイカの耕地ならびにーエイカ半の牧草地 （xiiii

acras terre et i acram et dimidiam prati）を保有したりしが（tenuit），その後（post 「征服」

時に至る迄に）Alwardof Newtonなる者〔夫れらを〕保有することとなれり（tenuit）。』

以上の梢々長大なるところの叙述のあと，一節飛んで，我々はまた，「プク」第2巻第118葉

表の第3行自における「ノリッヂのフランスびと」（Franctde Norwic）と斜字体にて手書せられ

たる見出しにつづく， 同第118葉表の第四行までに亙るところの， 比較的短い叙述を次のよう

に読むのである17〕，一一

15) 前掲拙著『イングランド中世都市の展開』， 310～11ペイヂ，参照。

16) 向上拙著， 65～6ペイヂ，註（81〕参照。なお，同書， 54～7ペイヂをも参照。

17) D. B., Vol. II, folio 118. Cf. V. C.H., Noγfolk, Vol. II, p. 47 ; Morris, ed., D. B., Vol. 33 : 

Norfolk, ed. by Brawn, Part One, fol. 118 a. 



112 立教経済学研究第43巻第4号 1990年

『その新しき boroughには（innouo Burgo），〔1086年「プク」成立時〕C其処lこ1三十六人の都市

民（xxxviburgenses）と六人の Englishmen(vi anglici）〔存す〕。市して〔Edward王の御代〕毎年

の慣習的責租としては（exannua consuetudine），各人はその都度の徴発〔Joriザactura）を除き

て一ペニーを納むる所の慣はしなりき（reddebatunus quisque i denarium preter forisfactu-

as）。此のもの総ての中に就きて（dehoc toto), 当時王は三分ノ二を取得し（habebatrex ii 

partes），〔EastAnglia〕伯は残りの三分ノーを〔取得したりき】（comesterciam）。今や（modo-

1086年現在〕〔其処には1王の支配権と伯の支配権との夫々の下に在る所の四十一人のフランス

系の都市民〔存す〕（xliburgenses franci in dominio regis et comitis）。而してまた〔前記〕

Roger Bigotは五十人〔のフランス系都市民3を〔その支配権の下に〕有し（RogerusBigot habet 

1), Ralph of Beaufour〔は〕十四人〔のフランス系都市民〕を〔その支配権の下に有し〕（Radulfus

de Bellafago xiiii), Hermer(Hermerus）〔は〕八人，考の射手 Robert(Robertus arbalistarius〕

〔は〕五人， [Norwichの】修道院長の家来たる Fulcher(Fulcherus homo Abbatis〕Cは〕一人，

Isaac(Isac）〔は〕一人，市して RalphVise de Loup(Radulphus Vise lupi）〔は〕一人〔一ーのフ

ランス系都市民を夫々その支配権の下に有す〕。市して〔EastAnglia】伯のパン焼所（pistrinum〕

にては〔執事の地位に在るコ RobertBlundはその支配下に三人〔のフランス系都市民〕を有し居

るが（inpistrino comitis iii habet)，また〔フランス系都市民の〕 Wymerなる者は無住の一つ

の屋敷地を〔保有し居れり〕（etWimerus i mansuram vastam）。

〔Edward王の御代には〕都市民たちの以上すべての土地はもともと〔EastAnglia〕伯 Ral悼

の支配権下に在りしが，彼は夫れらを，現lこ〔Norfolk州の〕州奉行の是れを証言しをるが如く

(ut testatur vicecomes），彼〔Ralph〕自身と〔Edward］王とのあひだにて此の〔Norwichの］ bor-

oughを建設せんが為に共同に〔保有すべく〕王に譲与したる所のものなりやoncessitearn regi 

in commune ad faciendum burgum inter se et regem）。而して広く騎士身分，都市民身分

両者の保有に係はるところの，以上の総ての土地は，夫れらの慣習的貢租を王に対して納付す

(Et omnes terre iste tam militum quam burgensium r巴dduntregi suam cosuetudinem.）。

新しき boroughにては（innouo burgo）そこに，初め Ralph伯が建立し（fecit〕是れを彼〔Ra-

lph〕の礼拝堂付牧師たち （capellanis）〔の共同体〕に寄進したる所の（dedit），或る一つの教会存

す。今はそを，その名を Walaと謂へる所の， 〔Norfolk州の〉州奉行に従属する或る一人の司

祭（quidam sacerdos vicecomitis），王よりの贈与物件として（dedono regis）保有し居るが（tenet〕，

そは〔土地所得上〕六十シリングlこ値ひす（valetlx solidos）。而して〔前記］ Robert Blundは，

彼が此の〔Norfolk〕？、卜

相当する収入〕を得たりき（et,quandiu Rodbertus Blundus comitatum tenuit, habuit inde 

unoquoque a。iunciam auri〕。』

更に，我々は，以上の叙述が見られた「ブク」第2巻第118葉の当該箇所よりは甚しく懸け離
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れて，同巻第201葉裏面の第12行自に「ノリッヂの聖ミカエル教会の所領」（Terresancti Mi岨

-chahelis de N orwic〕と立字体で書かれて唐る其の次の行の，「タヴェラムのハンドレド」（Hund-

ret de Taverham）と斜字体で書かれた小見出しにつづくところの，僅々 4行足らずの次の如き

叙述を見出すのである18），一一

『Taverham〔郡］Iごは，其処lこ［Norwichなるゴ聖ミカエル教会， Edward王の御代にーカリュ

キット〔＝ーハイド〕の耕地を保有し（icarucatam terre tenuit sanctus M. tempore regis 

Edwardi），更にそを〔前記〕Stigand，同教会の下に〔再〕保有しゐたりき（etStigandus sub eo）。

t〔市してつ，〔Edward主の御代当時も「プク」成立の今も3常に（semperう其処には四人の villain,

二人の bordarが存し，〔当時も今も1常lこ，領主直営耕地（dominium）！こは一組の惣隊 （caruca)

が稼働し， 隷属農民〔ー←villains,bordars］の保有地には一組の翠隊が稼働せり（semperiiii 

・villani et ii bordarii, semper i caruca in dominio et i caruca hominum）。市して其処に

は〔別に）十二エイカの耕地を保有する所の〔自由農民たるコ四人のsokeman存す（etiiii soce司

manni, xii acre terre）。而してまた其処には〔当時も今も）常に八エイカの牧草地在り，又十

二匹の豚〔を放ち飼ひにして団栗の実などを食ませるに十分なる所の広さ〕の森林在り（semper

-viii acre prati, silua xii porcorum）。而して〔Norwichなる聖ミカエル教会をその領主とす

る所の荘園たる〕此の土地は，〔土地所得上7二十シリングに値ひす〔一年間二十シリングの地代

収入を挙ぐ】（etvaluitロ solidos）。

更に，我々は，以上の叙述が見られた「プク」第2巻第201葉より少しくあとに，第234葉裏面第

23行より最終第25行に亘って，先きに我々が「ブク」第2巻第116～7葉の叙述に注目したる際

ひとたび之を見たるところの， Ewicmanなる人物の土地保有に関する叙述〔前段， 110ペイヂ，

参照〕が，このたびは「ノリッデのハンドレド」（Hundredumde Norwic）と斜字体にて書かれた

見出しの下に，形式的には独立した一節として（その実質的な内容に於ては殆ど変ることなく〉，

再現せられて居るのを見出す，一一唯，新たに，今やC前出］ Ivoの息子の Reynoldが保有する

所となった此の土地には其処に100匹の羊が存すること（etc oues）が附言せられて一一而も猶

その土地所得上の価値は依然としておなじく 30シリングである！一一居るばかりである19）。

ゆるが

以上が，「ブク」に現われた・我々のNorwichに関する・一字一句も是れを忽せにせざる所

の叙述のすべてである。之に依って見てもほぼ、諒解されるであろうように，其処には，「ブク」

成立時点の 1086年現在における Norwichのstaticなる状態に関する叙述のみではなく， 1066

年の「程服」前夜の・事実上最後の Anglo-Saxon王－Edward蟻悔王（r.1042～66）の時代に於

18) D. B., Vol. II, folio 201 b. Cf. V. C.H., Norfolk, Vol. II, p. 123. 

19) D. B., Vol. II, folio 234 b. Cf. V. C.H., Norfolk, Vol. II, p. 159; Morris, ed., D. B., Vol. 

33・Noγfolk,ed. by Brawn, Part Two, fol. 234 b. 
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ける，此処Norwichに関する所の叙述（temporeRegis Edwardi）がし、ま1086年の「ブク」成立日手

点における叙述（modo）と相錯綜 z 交錯して現われて居り，その結果我々をして此の市のAnglo昨

Saxon時代末期から「征服」以後のNorman王朝期にかけての事態の推移を dynamicに把える

ことを可能ならしめて居るのである。一一蓋し，我々が「ブク」の叙述を読み解く場合に，常lこ，．

文中の動詞の時制に飽くまでも細心の注意を払うことを要請せられる所以である。

認で，いま「プグ」の叙述を通覧して先ず最初に気付くことは，瓦dward機悔王時代以降「ブ

ク」成立の1086年にかけて，我がNorwichが一つのhundred（君lりと看倣されていた，と云うこ

と，是れである。そのことは，「プグJのNorwich関係の叙述が抑々冒頭「Norwichのhundred」；

(Hundredum de Norwic）なる名詞句を以て始められて思ること， そしてその最後に現われる

Norwich関係の叙述C実質的には重複的叙述）がまたおなじく「Norwichのhundred」なる見

出しの下における夫れであること，に徴して，いま一点の疑義も存せざる所である。しかも，

全体としての「プク」の叙述が此のことを明示して居る如く， Norwichは，儲悔王時代以来一貫

してborough(bur gus）として存在しつづけて居るのである。ーーまさしく此の点にこそ，イン

グランドにおける中世都市の成立基盤が抑々農村 hundredに存したること，農村がそもそ

もhundredの中核をなせる人民集会－Anglo-Saxon古来の folk-moot(folcgem6t）の伝統を継：

承するところの hundredの集会を中心としていま輩固なる共同体（community;communitas) 

を構成したるごとしそのごとく，中世都市－boroughまたその集会を中心にいま一個の共同

体として立ち現われたること，市して成立当初の boroughが， Norwichに関する「ブグ」の叙j主

が真に良くi出のことを我々に示して居るように一一例えば，其処に於ける耕地，牧草地，放牧一

地，森林，粉磁場等々の存在一一，屡々農村的性格を具有し，荘園〔manor;manerium］的相続

を露呈したること，一一此れらのことの現実的な根拠が存しなければならないのである制。

それでは， 我が Norwichは， 機悔王時代より征服主時代にかけて， そこに如何なる人口動「

態的現象を示したのであろうか。

「ブクJI土，機悔主時代の比の市の人口を以て， 1,320人となしている。然るに，「プグJが車扇

纂せられた1086年現在に於ては如何と言うに，此のNorwichのborough(bur仰のには，そこに

665人の，毎年慣習的貢租（consuetudi nes）を納付しつつある， Englishなる都市民（burgenses）が

存在するほかに，貧困なるがゆえに所かる貢租を免除せられている， 480人の， おなじく En-

glishながら非都市民たるところのbordars(bordarii）が存し，「征服」以後今や新たに出現せる

一一「プクJに謂う所の「新しき borough」（nouusburgus) （こは，其処に， いま征膿王と East

Anglia伯との両者の夫々の支問権に服する所の， NormanFrench系統の都市民ぐちurgenses

franci) 41人が存するほかに，王と EastAnglia伯以外の大小の封建的権力者をその主君（＝領

主〉と仰ぐ所の，総計83人のNormanFrench系都市民が存在したのである。斯くて， 1086年

の時点における此処Norwichには， Englishが合計1,145人， NormanFrenchが合計124人，

併せて 1,269人がいま存在したことになり，憤悔王時代の 1,320人に比して「征服」以後に於て
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日其処に51人の減少が認められるのである。かくしていま，此の時代イングランドじ於ては－

f投に一世帯当りそのうちに4.5人ないし 5人を合んでいたとすれば21), Norwichは， 既に1066

年の「征服J前夜の時点に於て 5,940人ないし6,600人の実人口を有していたこととなり， 1086

年の時点に於ては 5,711人加、し6,345人の実人口を有していたこととなるのである。一一斯か

る数値は，前引 JamesCampbellをして言わしむれt！，まさに此の市の第16世紀以前の何れの

i時期と比較してみても其処にさして運庭を見ざる所の数値である，と云う事になるのである22）。

実際，当時，このNorwichが相当に人口調密且つ富裕なる都市として実在したことは，「ブク」

の叙述に於て其処に数多くの教会・修道院への言及がなされて居ること一－AllSaints, Martin, 

.St. Michael, Holy Trinity, St. Simon & St. Jude, St. Laurenceと云った教会名が具体的

に挙示せられて居ること，に依っても，また，都市民たち（burgenses）が，全体として，儲悔王

時代， 15の教会を〔共同】保有していた（tenebant）事実， おなじ彼等が1086年現在， 43の礼拝堂

をじ共同］保有しているくtenet〕事実に徴しても，是れを傍証せられ得るところである。

而して，我々は今や，「征服」前後の時代を通じて， Norwichには，そこにbordars(bordartむ

を始めとしてvillains(villani), socmen( socemanni）などの本来の都市民（burgesses;bur genses) 

に非ざる所の者が存在したばかりではなく，都市民といえども自由＝自律的なる所の存在では

なくして，或いは餓悔王又は征服王のごとき王，或いは EastAnglia伯 Haroldのごとき封建

貴族，或いはまた Canterbury大司教 Stigandのごとき高位聖職者の， それぞれ領主的支配の

下に従属する所の存在であヮた，と云うこと，に注目しなければならぬ。換言すれば，此の我

我の当面する段階に於ては， Norwichにおける boroughは，いまだ如何なる意味に於ても特権

的なる自治都市として機能しては居なかったのである。即ち，機悔王時代のNorwichにおける

都市民1,320人の内，その1,238人の者は，王と EastAnglia伯両者の裁判権に服属して，両者

に対し夫々毎年慣習的責租給付の義務を負いつつある存在であったのであり，その50人の者は，

Canterbury大司教の裁判権に服局して，彼に個人的に托身 （commendo）しその保護 （patricini-

.um）を享受しつつある存在であったのであり，その32人の者は， EastAnglia伯の裁判権に服

属して，彼に個人的に托身しその保護を享受しつつある存在であったのであって，此の時代，

全体として此の町は（totahoc Willa）王に対して毎年20ポンドを納入し， EastAnglia伯に対し

て毎年10ポンドを納入する所があったのである。而して，今や征服王の時代に入っても， 1086

年現在，全体として比の町は，毎年通貨の名目価値一数に依らず・その重量に依って70ポンド

を王に対して納め，おなじく通貨の重量に依って20ポンドを EastAnglia伯に納めるところが

あったのである。此のことは愛に飽くまでも銘記せられねばならなし、

20〕 前掲拙著， 51～3ペイヂ，参照。

21〕 向上拙著， 294～5ぺイヂ，参君。

22) Cf. Campbell, Zoe. cit., p. 3. 
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E
 然るに，前節に是れを見たる如き，我々の Norwichの中世都市としての生成過程における

其の初期的性格は， DomesdayBookの成れる翌年1087年 Norman王朝の開祖 WilliamI the 

Conquerorが麗して，その第三子の WilliamII (r. 1087～1100）の治世を経， 今や征服王の第

四子 HenryI (r. 1100～35）の時代ともなると，第12世紀，そこに重大なる変化が認められる

ようになった。そのことは，もと Henryの妹Adelaの嫁せる大陸フランスのBlois伯 Etienne

の第三子にしてイングランド王となれる， Stephen(r.1135～54）の治世年間に生ぜる内乱のあ

とを承けて，もと Henryの娘 Matildaの再婚せる大陸フランスの Anjou伯 Geoffroiの長子

Henriがイングランド王HenryII (r. 1154～89）として立って蕊に Plantagenet王朝を聞くや，．

比の王朝の閉幕時，ほぼ1158年の頃23), Henry II王が Norwich市に与えたるところの一つの

charterを詳らかに検討することに依って，我々の是れを明らかならしめ得る所である。即ち，

そこにおいて， Henryは次の如く日って居るのである，一一一

『イングリシュの王（rex）にして， ノルマン人ならびにアキテーヌ Aquitaineびとの公（dux)r

アンジューびとの伯（comes）たるところの，へンリは，すべての大司教たち， 司教たち， 修道

院長たち，伯たち，バロンたち（baronibus），裁判官たち（justiciariis），州、l奉行たち，司法官吏

たち（ministris）に対し，またフレンチ・イングリシュ双方のすべての彼〔一王〕の忠誠なる臣下

たちに対して，麦に挨拶を送る。汝ら，朕が，朕のノリッヂの都市民たちに対し（burgensibus.

meis de Norwico），彼等が朕の〔外3祖父へンリ〔一世〕王の御代に有せし所の一切の慣習的藷

買租〔免除の権利】並びに諸特権並びに諸免除権を（omnes consuetudines et libertates et 

23〕 この charterには元来日附が無い。 そこで， 此の charterに後段見られるように証人として名

を連ねて居る者から主として其の成立年代を推定する手懸りを得る以外方途は無いが，①証人の最後
チヱシハリン

に現われている式部官ジェロルドの息子ウォオリン （Warinofilio Geroldi Camerario）の式部官在職

期間は1155～58年であったこと〔Cf. R. W. Eyton, Court, Household, and Itineraγy of King 

Henη II. (London, 1878〕， Indexof Persons, p. 315, s.v. Camerarii Regis,-Warin fitz Gerald], 

②1157年の聖霊降臨節から翌日年8月までの間 HenryIIは彼の大陸本土の所領に赴くことなくイン

グランドに滞在していたこと，⑦ほぼ1158年4月から 8月までの間この charterの証人たち 5人は全

員主の側近に侍していたこと［Cf.Eyton, op. cit., p. 38］，一一以上のことどもから， 1158年4月以

降8月迄のあいだの何時かが抑々此の charterの発給時であると推定されるのである。因みに，久し

く此の chart巴rが保管されて来た錫製の箱には，“5H. II”すなわち「HenryII治世第五年」なる文字

が刻まれ居る由なれど， HenryII治世第5年はいま 1158年12月19日より1159年12月18日までであっ

て，此の間は Henryはイングランドを離れて大陸に在ったことが知られて居るのである。 Cf.W. 

Hudson & J. C. Tingey，巴dd.,The Records of the City of Noγwich, Vol. I (ed. by W. Hudson), 

Introduction, pp. xv xvi ; ibid., pp. 11. n. 1 ; C. R. Cheyn巴y,ed., Handbook of Dates for 

Students of English Histoη（London, 1945 ; Reprinted with corrections, 1970), p. 18 ; E. B. 

Fryde, D. E. Greenway, S. Porter & I. Roy, edd., Handbook of British Chronology (London. 

1941 ; 3rd ed., 1986), p. 36. 
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quietancias quas habebant tempore Henrici Regis avi mei），彼等が朕のf外1祖父へンリ

L一世〕王の御代に夫れら〔一諸権利〕を最も完援に，誉れ高く，安誌に有したるがごとくそのご

とく（sicutipsi eas plenius et honorabilius et quietius habuerunt tempore Regis Henrici 

avi mei），完獲に，誉れ高く，安穏ι有すべく，既に賦与したること，且つ本状に依りて此

の事を確認したること，を心得よ（sciatisme concessisse et presenti carta confiロ羽田巴〉。

かるがゆゑに（quare），朕は，彼等〔一朕のノリッヂの都市民たち1が，かのとき〔一朕の外祖父
よ

へンリ一世王のとき〕有したるが如くに（sicut eas tune ha如erunt），朕が代に，又肢の相続人

たちの代lニ（temporemeo et temporibus heredum meorum），彼等の〔有する〕関税〔免除権］並

びに彼等のじ有する〕訴答じ権〕ともども（tamconsuetudines抑 asquam etiam responsa sua），夫

れら〔一上述の諸権利〕を総て完壁に且つは誉れ高く有せんことを（quodomnes illas habeant 

plene et honorifice），欲し，断乎として之を命ずる者なりのoloet firmiter precipio）。市し

て，〔朕のノリッデの都市民たちのうちの〕何びとかが，朕のじ外〕祖父へンリ〈一世〕王の崩御し

給ひしのちに〔先王〕スティーヴン王の御代に，彼等〔一都市民たち〕の慣習（consuetudo）並びに
ひ

住民税（scot）〔納付の義務〕より身を退きたらんか（etsi aliquis post mortem Regis Henrici 

avi mei in tempore Regis Stephani a consuetudinibus eorum et scottis se foras misit), 

朕lま彼らヒ映のノリッデの都市民たちゴのうちの何びといへどもいま其処より離るることを容認

し得ざるがゆゑlニ（quianullum ex eis inde quietum clamo），朕Ii，その者が彼等の共同社

会（societas）革びに慣習 （consuetudo〕！こf速やかに］復帰 （revertor）して彼等の住民税【納付の義
uiヵ：

務1に遵ふ（sequor）べきことを命ずる者なり（precipioquod ad eorum societatem et consue-

tudinem revertatur et scottum ipsorum sequatur）。 右証人（Testibus), 王弟 William

(Willelmo fratre Regis）［アンジュー伯ジョブルワの第三子， 1164年現〕，保安長官 Henryde 

Essex(Henrico de Essexia Constabulario)[ll63年罷免〕，保安長官Richardde Humes( Ricardo 

de Humes Constabulario），執事ManassehBiset(Manasse Biset Dapijero），〔前出一註（23）参

照〕式部官Warinfitz Gerold( W arino filio Geroldi Camerario），ウエストミンスタァにおし、て

じ作成J(apudWestmonasterium)24) 0~ 

是に由って之を観れば，我がNorwichの都市民たちは，既に第12世紀中葉における Henry

IIの出現を待たずして同世紀初葉の HenryIの時代に於て， 彼等の祖先が Anglo『Saxon時代

の末期餓悔王の時代から「征服」後DomesdayBookが編纂せられた征服主の時代にかけて王に

対して恒常的に果し来った所の，年々の慣習的責租納付の義務からもはや解放せられているの

であって， HenryIの外孫HenryIIの上掲のcharterは，し、ま単i二斯かる Norwich都市民の

慣習的責租免除に関する既得権を確認したるに止まるもの， 一－Norwichの都市民が Henry

II王の外温父の時代に於けると同様じいま斯かる彼等の既存の慣習的貢租免除の特権を「完壁

24〕 W.Hudson & J.C. Tingey, edd., The Recoγds of the City of Norwich, Vol. I, pp. 11f. 
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に誉れ高く安穏に」（pleneet honoriftce et quiete〕保持すべきことを認めて居るに過ぎないも

の，である事が知られるのである。

では，我がNorwichは，誌に第12世紀以来全く王権との係わりを断つに到ったのであろう

か。断じて否。そうして，其処に現われ来たれるもの一一夫れこそが，最近進歩的なー歴史家

に依って「殆ど踏破し難き仁研究史上のう山脈の一つーーその斜而に於て群小の歴史家ともが酸

素欠乏のため死亡しそうな学識」を表わすと評された，“TheMedieval English Borough" (1936) 

の著者JamesTaitに依り， 曽て，「征服J以後1世紀半に豆るイングランドの中世都市の歴史

上における顕著なる特徴のーっとして算えられて，その発展は殆どこの国にのみ特徴的なる歴

史事象であったとせられたところの25），かの「中世都市のブアームJ(firmaburgi）なる特権の玉

に依る賦与，是れに他ならないのである。そうして，我々は，その早期の証拠を，＼ 'i財務府

Exchequerの記録一‘PipeRolls，中に， そのHenryII治世第3年（1156～7)の条に於て見出

すのである。即ち，其処には， 『前記の［Norfolk州の］州、俸行， Norwichの半ヶ年分のファー

ムとして五十四ポンドの勘定書を差出す』(IdemVicecomes reddit compotum de liiiili. de 

firma dimidii anni de Norwico.〕と記されて居るのである26）。

併しながら，此の段階に於ては，見られるように，未だそのファームは， Norwichの都市民

たちが直接王の財務府に対して納めるものでは決してなく， Norfolk1'1'1の州奉行を介してこの

ことを行って居るのである。その意味に於て， Norwichの都市民たちは，未だ，財政的に，イ

ングランド王の直轄行政組織における王の地方的代理人たる所の州奉行の管轄権より全く離脱

して直接王から彼等自身の都市をその全き主体的自律性に於て「ブアームする」，と云う，真の

意味における》•firma burgi｛の特権を扇ち得る迄には到っていないのである。

然るに，第12世紀末葉， 1189年， HenryIIとその店Eleanorof Aquitaineとのあいだに生

れた第三子Richard，父の死と共にイングランド王RichardI (r. 1189～99）として立つや，比

の王の治世第5年， 1194年5月5日の日附けを有するところの一つの charterに依って， 今や

我がNorwichの都市民たちは震に初めて王より真の意味における都市の独立を允許せられる

こととなり，従来単なる》burgus《lこ過ぎなかった所の彼等の町は》ciuitas《と称せられるに到り，

彼等自身UJ;burgenses《を改めて》ciues《と称せられることとなヮた。

その charterの内容は抑々次の如きものである，一一

日中の恩寵lニ依りて，イングリシュの王， ノルマン人じならびにユアキテーヌびとの公， アン

ジューびとの伯たるところの， リチャァドは，大司教1こち，話教たち，修道院長たち，伯たち，

バロンたち，裁判官たち，ナi'I奉行たち，ベイリフたち（ballivis），司法官吏たちに対し，またフ

25) Jam巴S Tait，‘The Firma Burgi and the Commune in England, 1066 1191，’ English 

Historical Rev何回， Vol.xlii (1927〕， p.321. なお，拙稿「封建的小都市致」（「立教経済皐研究」第42

巻第4号）， 36ペイヂ，参照。

26〕 Hudson& Tingey, edd., op. cit., Vol. I, p. 8. 
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レンチ・イングリシュ双方の総ての彼〈一王〕の忠誠なる目下たちに対して，震に挨拶を送る。

故ら，朕が，朕のノリッチの都市民たちに対し（ciuibusnostris Norwici），朕の造幣人たち，

司法官吏たちを除ぎて（exceptismonetariis et ministris nostris），彼等〔 ノリッデの都市民た

ちciues］のうちの何びとも，じノリッデ市の）外部に於ける土地保有に関する諸々の訴訟ヒの場

合〕のほかはくρreterplacita de tenuris exterioribus），〔ノリッヂ市の内部に於ける1如何なる

訴訟に関しても Norwich市の外部に於てじ一一州・郡の裁判所に於て1訴答せざるじところの自

由を有する】ことを（quodnullus eorum placitet extra ciuitatem Norwici de nullo placito〕

既に允許したることを心得よくsciatisnos concessisse）。朕はまた，既に，彼等〔一肢のノリ

ッデの都市民たち〕に対して， 当該都市の内部に於ける，謀殺に関して都市の支払ふべき罰金

、（murdrum），警避の怠慢に関して都市の支払ふべき罰金 （gaywite）の免除（quietancia）を允許

したり。而して，又，彼等〔一朕のノリッデの都市民たち〕のうちの何びとも決闘裁判（duellum)

を為さざるべきことを（etquad nullus eorum faciat duellum），又，王権〈の所管〕に属する諸

t諸の訴訟に関して，彼等〔一朕のノ ＇） ッヂの都市民たち〕が，向後ロンドン市の慣習法に従ひて
あか

(secundum consuetudinem ciuitatis Londonie）身の証しを立て得るととを（etquod de p!acitis 

.ad coronam pertinentibus se possint disracionare），而して又，向後何びとも当該都市〔ーノ

リッデ市］内に宿泊〔一野宿］し，或いは如何なる物も暴力に依りて取得すべからざるととを（et

・quod infra ciuitatem illam nemo hospitetur uel capiat quicquam per uim〕允許したり。以

下の事共亦，朕lま既に之を彼等［－朕のノリッヂの都市民たち〕に対して危許したり（hoceciam 

.eis concessimus），一一即ち，総てのノリッデの都市民たち（omnesciues Ncrwici）が，イング

ランド全土並びにその海洋の総ての港市を通じて（pertotam Angliam et portus maris），〔王

に納むべき〕市場使用料（thelonium）並ひやに船荷関税（lestagium）を免除せらるべきことを（quad

……sint quieti de th巴lonioet lestagio），而して，又，彼等仁一総てのノリッデの都市民たち〕

のうちの何びとも，朕のロンドンの都市民たちの有する所の法に拠る外（nisisecundum legem 

.quam habent ciues nostri Londonie), 〔裁判所の自由裁量にもとづき〕何らかの金銭の科料

〔misericordiaρecunie）なる形iこ於て裁定せらるべからざることを（etquod nullus d巳 miseri-

<:ordia pecunie iudicetur），而して，又，此のじノリッデの〕都市の内部に於ては向後如何なる

訴訟に於てもミスケニング（miskenninga）じ一訴訟当事者が彼の言ひ分を申立てるべき型通りの

極まり文句の復唱に於て犯せる過失に対する罰金釘〕〕を課せらるべからざることを（etquod in 

<:iuitate ilia in nullo placito sit miskenninga），而して又， C本来都市の裁判所のデイン風の

昨称たる1ハスティングhustingは今後は〔頻繁じではなく〕週に一回限り聞かるべきことを（et

quod husting semel in ebdomada tantum teneatur），而して又，彼等〔一総てのノリッデの

27〕 Cf.William Stubbs, ed., Select Charters, and Other Illustrations of English Constitutional 

History f問隅 theearliest times to the γeigh of Edward the Fiγst (Oxford, 1870 ; Ninth edn., 

revised throughout by H. W. C. Davis, 1913), Glossary, p. 521，υ. s. Miskenning, Mescheninga. 
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都市民たち3は向後彼等の所有地ぐterras）及び保有地（tenuras）を，彼等の担保（vadia）を，たと

ひ何びとに負へるものにもせよ彼等のすべての債務（debitめを，公正に（iuste）維持（habeo）すべー

きこことを（etquad terras suas et tenuras et vadia sua et debita sua omnia iuste habeant. 

quicunque eis debeat），而して此の【ノリッデの〕都市の内部に在る所の彼等仁都市民たちコの

所有地および保有地に関しては， 此の〔ノ I）ッデの〕都市の慣習法に従ひて彼等に対してE義

〔に適へる扱ひ〕が為さるべきことを（etde terris suis et tenuris que infra ciuitatem sunt. 

rectum eis teneatur secundum consuetudinem ciuitatis），而してノリッデにおいて将来約定

(accommodo）せらるべき彼等の総ての債務並びに其処に在る所の抵当物件（uadiisibidem）ι関

しては，凡そ訴訟はじナi'I又は郡の裁判所に非ずして〕此処ノリッデじの都市．裁判所（ハスティン

グ〕〕に提起せらるべきことを（etde omnibus debitis suis que accommodata fuerint apuci. 

Norwicum et de uadiis ibidem factis placita apud Norwicum teneantur), ［－一一以上の事を

朕は既に允許したり〕。而して，いま若しイングランド全土において何びとかが，彼が正義〔lこ

適へる扱ひを為すことユに於て憾怠の有りたるのちに（postquama recto defecerit），ノリッヂ

〔出〕め人々より市場使用料或いは慣習的貢租を徴収したりとせんか（siquis in tota Anglia 

thelonium uel consuetudinem ab hominibus Norwici ceperit），ノリッヂのリーヴ（Preposi也

tus）は，其の報復措置として此処ノリッデにおいて〔斯かる犯罪者を出だせる町より来れる所の，

商人の〕動産〔一商品〕の差押へを為すことを得べし（PrepositusNorwici namium inde apud:. 

Norwicum capiat）。上述せるが如き慣習的諸権利を（predictasconsuetudinesλ 朕は，彼等

【ノリッデの人々〕が，その他のすべての諸特権並びに自由なる慣習的諮貢租じ一一即ち取りも直

さず慣習的諸貢租の免除権］（omnesalias libertates et liberas consuetudines）一一肢のロンドン

の都市民たちがその最も良きもの或いはその最も自由なるものを有したる時既に之を有し，或

L、は現に之を有しをるが如きもの（quashabuerunt uel habent ciues nostri Londonie quand()・ 

meliores uel liberiores）ともとも， ロンドンの自治権， ノリッヂ市のじ慣習1法に従ひて（se-

cundum libertates Londonie et leges ciuitatis Norwici〕有せんことを既に允許したり。かるが

ゆゑに（quare），映は，上記の【ノリッヂの】都市民たちと彼等の相続人たちとが（ipsiciues et 

heredes eorum），総ての上述せる所のE諸権利〕を（hecomnia predicta）当該〔ノリッデの〕都

市並びにその附属地とともに（cumciuitate et pertinenciis eius），〔例年十一月二日より廿五日

までのユミケノレマス開廷期にくintermino Sancti Michaelis），朕の財務府に（adScaccarium no-

strum), [Norfolk州のナ！？奉行を介することなく〕ノリッデのリーヴ （Preρositus）の手に依りて

(per manum pre positi Norwici），ノリッヂ市としてぐdeCiuitate Norwici），毎年（perannum) 

【通貨の7数に依りて〔ーその名目価値に依りて〕銀貨百八ポンドを（centum et octo libras ester-

lingorum numer吋〔ファームとして〕納入することに依り仁一一斯くの如きファーム納入を条件

として1，朕並びに朕の相続人たちより（denobis et de heredibus nostris），じー←一総ての上

記の詰権利を】永代的に所持し保有する（hereditariehabeant et teneant）ことを欲し，且つ断乎
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として之を命ずる者な 1J(uolumus et firmiter precipimus）。而して〔なl幻ノリッヂの都市民

たちは，朕並びに彼等にとりて受け容れ易きところの（quisint idonei nobis et eis）リーヴ

(Prepositoめを，彼等自身の手もて毎年（dese per annum）送り出すf一選出する〕（fafoのこと

を得べし。 右証人（Hiistestibus〕， ソールズベリ Salisbury〔Wiltshire〕の当選司教Herbert

(Herberto, Sarisburiensi Electo），聖マリア教会のWilliam(Willelmode Sancte Marie ecclesia〕炉

モルタン Mortain[Normandie］の地方司教代理（Decano Moreton), 王室家政官のユースタス

Eustace( Magistro Eustachio），ソールズベリの地方司教代理（DecanoSarisburiensi), 王室家

政官のPhilip(MagistroPhilipρo），ソールズベリ伯William(ComiteWillelmo Sarisburiensi), 

ピエール Pierreの息子ジョブルワ Geoffroi(Gaザヤidofilio Petri), ロジェール Rogerの息子

ロベール Robert(Robertofilio Rogeri），執事の Robertde Tresgoz (Roberto de Tresgoz Da-

pijero), William de Mallion（防7illelmode Mallion), William de Stagno(Willelmo de Stagno九

朕の治世第五年五月五日， ポーツマス Portsmouth〔Hampshire〕において，イーリ Ely〔Cam-

bridgeshire J司教にして朕の大法官 （Elyensis Ebisco pi Cancellarii nostri）たる Williamde 

Longchamp〔Willelmode Longo Campo）の手に依りて作成28）。』

この RichardIの治世第5年一1194年5月5日の日府を有するところの charterを一読して

我々の直ちに気付くことは， ①此の世紀一第12世紀の初葉HenryIの時代より存在し比の世

紀の中葉ほぼ1158年ごろ発給せられた HenryIIのcharterに依って夫れが確認せられた所の，

我がNorwichの慣習的諸貢租免除の特権が愛に再度確認せられて居ること，①そこに今や此の

都市のファームCfirmaburgi）の制度的な確立が認められること，③②との閣連に於て此の都市

の行政組織の頂点を形づくるものとしてそこに reeve臼repositus）なるものが現われて居るこ

と， ①この者は毎年都市民自身の選挙に依って成立するものであること， ⑤最後に名目上，

我がNorwichが従来のborough(burguめから city( ciuitas）に改まり， その都市民がburgess巴s,

(burgenses）から citizens(ciues）に改まって居ること，以上の諸点であろう。ーーその際，夫れ

らの先例が多く，中世的な自治都市としてはNorwichの先進都市たるところの，ロンドンに求

められて居ることが，また注目せられるところである。

而して，此のcharterの内容は，直ちにいま PipeRolls の記録に反映している。即ち，同~c

録の RichardIの治世第6年（1194～5）のMichaelmas間延期の条l二l土， そこに， 一一『ノリ

ッデの都市民たち（ciuesde Norwico）は，彼等がミケJレマス開廷期に財務府に於て其の負へる
せめ

所のファーム〔支払ひの責〕を果すべく（itaut respondeant de fi.rma debita ad Scaccarium 

in t巴rminosancti Michaelis），領主たるリチャァド王のチャータに依る（percartam domini 

Regis Ricardi）彼等の都市の諸特権の確認を有することの代償として（prohabenda confirma-

cione libertatum Ciuitatis sue), また当該都市を彼等の手中に有することの代償として（et

28) Hudson & Tingey, edd., op. cit., Vol. I, pp. 12ff. 
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::Pro habenda eiuitate in manu sua），弐百マルクの勘定書を差出す（redduntcompotum de 

"cc marcis）』とあるのである29）。じ但し， さきのRichardIの治世第5年 1194年5JI 5日発給

のcharterにあっては当市のファームの額は「名目価値に依りて銀貨百八ポンド」 （centumet 

.octo libras esterlingorum numero）と規定せられていたのに， 此の Pipe鴫RollsのRichardI 治

世第6年の Michaelmas開廷期－1194年11月2日～258ーの記録に於ては夫れが 200マルグす

なわち133ポンド 6シリング 8ペンスとなって居ることが留目せられるが跡。〕併し， 執れにせ

よ，今や第12世紀末に到って，我がNorwichの都市民たち（ciues〕は，斯かるファーム（firma)

を当 Norfolk州の州奉行（sheriff; vicecomes）の手を経ることなく，彼等自身一一たとえ王の承

品習を得ることをその必要条件とするとは言え，彼等が毎年彼等自身の手で選出するところの・

彼等都市民共同体の代表者としての・ reeve(prepo situs）を通じて，直接に王の財務府（scaccari-

.um; Exchequer）に納入したのであって，このことの反対給付として財務府記録のいまいみじ

くも臼えるがごとく我が Norwichの都市民たちは彼等の都市 （ciuitas）をまさに彼等の手中に

日掌撮する（habendaciuitate in manu sua）ことを得るに到ったのである。このことが， 実に

ま主目せられなければならない。

町
然るに， 1199年4月， RichardI渡し，彼の弟〔－HenryIIの第五子］ John (r. 1199～1216) 

の治世を経， Johnの長子HenryIII(r. 1216～72）の長い治世時代に入ることとなりたが，麦に

その治世第7年 [1222年10月28日より翌23年10月27日まで〕に， 我がNorwichの都d1共同体の

公的首長は，従来の都市民に依って公選せられた一人の reeveが，今や此の都市の上級領主

{over-lord）たる王に依って任命される所の四人のbailiff(ballivus）に取って代わられることと

なった31)0 

而して，同王は，その治世第39年の1255年6月3日清を以て，一つの charterをNorwich都

市民に対し授与した。夫れは，次の如き内容のものである，一一

『神の思寵に依りてイングリシュの王C中路〕たるところのへンリは，じ中目前震に挨拶を送る。

汝ら，朕が，ノリッデの朕の親愛なる都市民たちに対し（dilectis ciuibus nostris d巴Norwico),

彼等並びに彼等の相続人たちが（ipsiet eorum heredes）永代的に〔iη perpet仰 m）斯かる諸特

十量を（hanclibertatem）［イングランド〕全土を通じ朕の支配の及ぶl誕りに於て（pertotam terram 

29) Ibid., Vol. I, p. 10. Cf. ibid., Introduction, p. xx. 

30) マルクについては，前掲拙著『イングランド中世都市の展開』， 76,208ベイデ，参照。

31) Henryア AlworthMerewether & Archibald John Stephens, The Histoγy of the Boroughs 

and Municψal Coγporations of the United Kingdom, from the earliest to the present time : 

with an examination ofγecords, charteγs, and otheγ documents, illustγative of t heiγ constitu-

tion and powers (3 vols., London, 1835), Vol. I, p. 437. Cf. Hudson & Tingey，巴dd.,op. cit., 

Vol I, Introduction, p. xxv; Stubbs, ed., Select Charters, Glossary, p. 509, v. s. Ballivius. 
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et potestatem nostram）有するととを，既に允許し， Eつ此の朕のチャータに依りて此の事をP

確認したることを心得よ（sciatisnos concessisse et hac carta nostra confirmasse), 一一ーす

なはち（videlicet），彼等或いは，夫れらが見出されるでもあらう朕の支配内に在るところの女『

何なる場所に於ける彼等の有体動産，は（ipsivel eorum bona quocunque locorum in pate-

sねtenostra inuuenta），夫れに関して彼等が保証人（fideiussores）にも非ざればまた主債務者

(princi pales debitores) ｛こも非ざる所の如何なる金銭債務のためにも（proaliquo debito〕拘束；

( arestentur）せられざるべきことを，一一但し，偶々(forte）上述の債務者－が彼等の仲間〔一共

同体］（communa）に属する者（ipsidebitores d巴 eorumsint communa)Iこして，彼等の金銭債

務に関し全面的にか部分的にか〔債務者lこ〕満足〔一弁済金】を与へる所の能力〔一資力】を有し

(et potestate habentes unde de debitis suis in toto vel in parte satisfacere possint），而

して上記都市民が上記債務者の債権者に対して裁判に於て敗れ此の件に関して円満に合意に達

し得たる（εtdicti ciues creditoribus eorundem debitorum in iusicia defuerint et de hoc: 

racionabiliter constare possit）場合一一斯かる場合は，その限りにあらず。かるがゆゑに，朕

は，朕並びに朕の相続人たちを代表して（ρronobis et heredibus nostrisλ前記のこノリッヂの1

都市民たちと彼等の相続人たちとが永代的に此の上述の諸特権を前述したるごとく （sicutpre-・ 

dictum est)〔イングランドのコ全土を通じて朕の支配の及ぶ限りにおいて有することを，欲し且一

つ断子として之を命ずる者なり。じ以下省略ユ 右証人（Hiistestibus），二人の尊師（Venera--

bilibus patribus〕たる，ロンドンの司教Fulk〔FulconeLondon’episco仰の並ひやにウースタWor-

cesterの司教Walter(W altero W ygorn' e pisco pus），ウォーリッグ Warwick伯Johnde Ples-

sis(]ohanne de Plessetis comite Warrewyk），ベグァリ Beverly〔Yorks.］の代官JohnMauns巴11

(Johanne Maunsell preposito Beuerlac), Henry de Bath(Henrico de Bathon’〕， Henryde 

Bretton(Henrico de Bretton), William de Grey(Willelmo de Grey〕， ImbertPogeis(Imberto 

Pogeis), William de St. Ermin（防rillelmode Sancta Ermin), Peter Everard(Petro Euerard），~ 

その他。 朕の治世第三十九年六月三日，ウドストック Woodstock〔Oxfords.］において朕親ら

の手に依りて作成す（Dataper manum nostram apud Wodestok)32）。』

此の，彼等が其の主債務者でもなければ文其の保証人でもない所の・金銭債務に関して Nor--

wichの都市民は其の身柄を拘束せられたり彼等の有体動産 （bona）を差押えられたりすること

は決してないと云うことを保証した， 当時の此の都市の旺盛なる商業活動を反映する所の，

charter には，其処に我々の有する文書記録上初めて》commu加《なる語が用いられて居る事が

先ず以て注目せられるのである。而していま，比の語がそこで，一つの有機的な組織体として

把撞せられた》ciues《と同意語的に用いられて居ることは，一点の疑義も存せざる所である。吏ー

に言えば，斯かる》ciues《と同；昔話の関係に立っところの》comm仰 E《は，かの我々が既に見たる

前世紀中葉ほぼ1158年ごろ発給された HenryIIのcharter中に現われたところの》societas《と
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L、ままた同意語の関係に立って居るのであって， commune,societasの両語は，共に，公認せら

れた都市民全体を表現する所の名辞なのである。

此のcharterの発給を見た 1255年の翌年1256年には，その年の 3J! 25日附を以でおなじく

Henry III親らの手に依り此のたびはNorwichにおいて作成せられた所の， 次の如き一つの

・charterが我がNorwich都市民共同体に対して与えられた，一一

口前略1へンリは， C中略1愛に挨拶を送る。汝ら，朕が，朕並びに朕の相続人たちを代表し

てノリッヂの朕の親愛なる都市民たちに対し，彼等が，永代的に，朕のノリッデ市並びに岡市

の諸特権に関して（ciuitatemnostram de Norwico et libertatem eiusdem Ciuitatis tange-

ntibus），朕の財務府の諸召喚状その他の報告書と同様に （tamde summonicionibus scaccarii 

-nostri quam de aliis〕，朕の総ての諸令状の報告書を（returnumomnium breuium nostrorum) 

〔一介｜奉行或いは前記四人の王の任命に係はるベイリフを介することなく直接〕提出 （habeo）す

べきことヒー特権1を，既に允許したることを心得よ。而して又，上記の〔ノリッヂの〕都市民た

ちは，上記の都市民たちに関係する一切の金銭｛責務並びに請求権に関して （deomnibus de bi tis 

.et demandis ipsos Ciues contingentibus）〔直接〕彼等自身の手に依りて（permanus suas pro-

prias）朕の財務府に対し答弁（respondeのすべきこと〔一特権〕を〔既に允許したることを心得よ〕。

而して又，如何なる朕の州奉行σTicecomes）も，またその他のベイリフ（Balliuus）も，向後（de帽

。tero), いま夫れが上記の都市民たちの債務不履行に拠るに非れば（nisiest pro defectu Ci-

uium predictorum），何らかの企議｛責務のゆゑに動産の差押へを為すべく（addistrictiones fa司

dendas pro aliquibus debitis）上記の都市に立ち入ら（intro）ざるべきことを〔既に允許したる

ことを心得よ〕。而して又， 彼等〔ーノリッデの都市民たち〕のうちの何びとたりとも，彼等の

有する諸々のチャータの主旨に反して且つ彼等の有する諸々の特権に反して （contratenorem 

ε・artarum suarum et contra libertates suas), その都市の内部に於て為されたる何らかの不法

侵害行為のゆゑに（proaliquibus transgressionibus in ciuitate illa factis），上記の都市の外

部iこ於て〔ーナMまたは郡の裁判所に於て〕訴答すべく強制せられ（compellaturad placitandum 

.extra ciuitatem predictam）ざるべきことを〔既に允許したることを心得よ］。而してまた，彼

等の諸特権並びに取引に係はりを有つ各々の商人たちは（singulimercatores communicantes 

libertatibus suis et mercandisis）上記の都市民たちの〔支払ふべき〉住民税 （lotet scot)〔既出

scotに同じ一一ca.1158年のHenryIIのcharter参照（117ペイデ〉〕納付の義務〔＝権利〕を有するこ

とを（quod...…sint ad lottum et scottum eorundem ciuium)33），文，彼等の住すろを余儀な
いづこ

くせられ且つ住するを慣はしとする何処にてもあれいま彼等の居を構ふる所に於て彼等が献金

32〕 Hudson& Tingey, edd., op. cit., Vol. I, pp. 15 f. 

33) なお，「住民税」に関しては， Stubbs,ed., Select Charters, Glossary, p. 519, v. s. Lot; ibid., 

p. 524, v. s. Scot and lotの説明をも参照。
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くauxilium〕を為す義務〔＝権利〕を有することを（quod...…sint・－….adau玄iliaprestanda ubi-

-cunque fecerint residenciam sicut esse debent et solent）〔既に允許したることを心得よ］34）。

市してなほ，如何なるギルド（Gilda）も向後当市の不利益になるべく上記の都市に於ては聞か

れ（teneo）ざるべきことを（quodnulla Gilda decetero teneatur in ciuitate predicta ad de-

trimentum eiusdem ciuitatis）〔既に允許したることを心得よ〕。かるがゆゑに，朕は，朕並び

に朕の相続人たちを代表して前記の〔ノリッヂの〕都市民たちが永代的に上述したる所の総ての

J諸特権（omnes libertates prescri ptas）を有することを，欲しEつ断乎として之を命ずる者なり。

〔以下省略〕右証人（Riistestibus），尊師ノリッデ司教WalterSuffield(Venerabili patre W. 

Norwicensi episcopo)35）， 朕が兄弟たる Guyde Lusingnan並びに Williamde Valence(Gui・

.done de Lezign' et Willelmo de Valene’jratribus nostris), Roger de Thurkilly (Rogero de 

Thurkilly），王室家政官Simonde Walton(Magistro Simone de Wauto1の，〔既出〕Williamde 

・Grey, Guy de Rocheford (Guidone de Rocheford），〔既出〕 PeterEverard, Bartholomew 

Bigot(Bartholomeo le Bigot), William G8rnun(Willelmo Gernun）その他。朕の治世第四十年

三月廿五日，ノリッヂにおいて朕親らの手に依りて作成す（Dataper manum nostram apud 

Norwicum）加。』

しぜ上記charterに就いて注目せられるのは，先ず第一に，是れに依って我がNor可Nichの都

市民たちは今後彼等の都市とその諸特権とに関して王の令状の報告書（returnumbrevium ; re-

iurn of writs）を州奉行や bailiffを介さず直接に差し出し得るところの特権をかち得たること，

第二に，彼等は今後彼等に関係する一切の金銭債務・請求権に関して財務府（scaccarium;Ex-

.chequer）に直接答弁し得る所の特権をかち得たること，第三に，もはや州奉行も王の任命に係

るかの四人の：bailiffーたちも，都市民の債務不履行の場合を除いて，金銭債務の理由に拠る有体

動産差押えのために今後此の都市に立ち入らざるべきことの保証をかち得たること，最後に，

彼等は此の都市内部の一切の不法侵害行為に関して州・郡の裁判所の管轄権からの彼等の都市

の司法的独立を決定的にかち得たること 以上である。かくて，斯くのごとき諸特権の王に依

るところの譲与を通じて，誌に我がNorwich市の自治の基礎は今やより一層輩固なるものたら

しめられることとなった次第である。

併しながら，此処に一つ問題が残されている。それは， この charterにおいて初めて guild

34) なお，「献金＿j(auxilium)Iこ関しては，前掲拙著『イングランド中世都市の展開』249ペイデ，参照。

35) テクストにおいて“w.”と省略しあるを本文に於けるが如くなす所の根拠は， Fryde, Gr巴enway, 

Porter & Roy, edd., Handbook of Bγitish Chγonology (3rd edn., 1986）中‘Archbishops and 

Bishops of England', p. 261に，－WalterSuffield, el. a. 9 July, temp. 17 July 1244, cons. 

26 Feb. 1245, d. 19 May 1257.とあるにもとづく。

.36) Hudson & Tingey, edd., op. cit., Vol. I, pp. 16 ff. 
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が現われで居ること，一一市も， 夫れが此の都市の不利益になるものとじて（addetrimentum 

eiusdem ciuitatis）その結成が禁止されて居ること，すなわち是れである。一一一斯かる guildが炉

従来そこにおいては一般的に商業の発達に譲歩からぬ関心が払われて専業的商人（professional

merchants）の利益の保護に関する言及が屡々なされて来た所の，斯かる charterに現われた場

合，専業的問人の guildすなわち guildmerchantを意味ぜずして，まさしく craftguildを意

味すると去うこと，は，もはや撞々説明する迄もない所であろう。即ち，斯くのごとき craft

guildの結成の禁止なることは，従来Norwichに於ける商業的発展を支え来った其の基盤関前

提として其処に一定水準の・手工業における独立小生産の発展が実存したことを明らかに物語

って居ると同時に，従来生成し来ったところのNorwichにおける「都市の独立一自治」の実態が

抑々専業的な大商人中心の・彼等の寡頭支配的なる「都市の独立一自治」であり一一凡そ公的な

る都市民の中枢をなせる所の者が専業的な大商人たちであって，一般に手工業に従事する所の

独立の小生産者にして兼ねて小売業を営む小商人たる所の者たちは当時相対的に公的なる都市

民の範曙より排除せられていた事実をこそ何よりも雄弁に物語って居るのである37）。一一この

ことは飽くまでも銘記せられねばならなし、。 （完〉

37）此の点に関して，前掲拙著273ペイヂ以下の叙述ーーとりわけいま1202年John王が先進都市ロン

ドンの都市民に賦与したる，ロンドンの織布ヱたちのギノレド （GildaTelaria）禁止の charterにつU、

ての分析箇所（275～6ペイデ〕の参照を乞う。なお， J.L. Bolton, The Medieval English Economy, 

1150-1500 (London, 1980〕， p.128をも参照せられたい。




